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監査の概要 

送付日 平成31年 3月20日 整理番号 3022-3025 
   
 １ 監査種別 

 
定期監査（平成30年度） 

 
 ２ 監査の対象期間 

 
平成30年 4月 1日～平成30年 9月30日 

 
３ 監査の実施期間 

 
平成30年10月23日～平成31年 2月12日 

 
４  監査結果報告日 

 
平成31年 3月20日 

 
 ５ 改善通知受理日 

 
令和元年 9月 4日 

 
 ６ 監査対象団体・部局 

 
市民環境部（一部） 

 
 

 監査結果に伴う改善要望事項と改善措置状況 
 

１ 労働福祉対策事業補助金について     ［所管：産業振興課］ 

Ａ 改善要望事項 

労働福祉対策事業補助金は、市労働福祉対策事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）

第3条で、「地域労働者に対する教養文化の向上事業に要する経費の一部」を補助すること

を目的として交付されている。要綱第2条に補助対象となる労働組合団体が定められている

が、対象団体の一つである連合川西・猪名川地区連絡会の平成30年度補助事業等実績報告

書を確認すると、補助対象事業経費として、ゴルフ大会経費（ゴルフ場利用料、大会商品代）

が計上されている事例が見受けられた。前回（25 年度）の定期監査においても同様の事例

が見受けられたため、「補助対象となる事業については、真に公益性のある事業に該当する

かどうかの精査が必要であり、当該補助金においても、使途基準を設けるなど対象経費の明

確化を図られたい。」と指摘していたが、改善されていないため、市民への説明責任を果た

すためにも、補助目的と補助対象事業の妥当性を精査し、実施事業の検討を図られたい。 

 

 

Ｂ 改善措置状況（報告者記入欄） 

  要綱第3条に規定している「地域労働者に対する教養文化の向上事業に要する経費の一部」

について補助するという目的に沿ったものとするよう、補助対象団体に対して改善を求めま

した。 

これにより令和元年度においては、従来のゴルフ大会経費に対する補助を見直し、より多

くの参加者が見込まれるレクリエーションとして開催される「野外交流会」でのバーベキュー

施設利用料に充てることとなりました。また、団体事務局では、教養文化の向上に資するよ

うな「勉強会」の実施も検討しています。 

  今後においても、補助対象者と協議を行い、要綱の目的に沿った使途とするよう指導する

とともに、必要に応じて要綱の改正を行います。 
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２ 市融資あっせん制度に係る預託金について     ［所管：産業振興課］ 

Ａ 改善要望事項 

市では、市内中小企業者を育成・助長するとともに、市内産業の近代化、企業合理化の促

進及び産業公害の防止に寄与することを目的に、各種事業資金の融資あっせんを行っている。 

  課は、市中小企業振興資金融資あっせん制度要綱及び市中小企業団体融資あっせん制度要

綱に基づき、融資準備基金として取扱金融機関に預託しているが、以下の事例が見受けられ

たため、適正な事務手続きに留意されたい。また（2）については、前回（平成 25 年度）の

定期監査においても同様の指摘をしていたが、改善されていないため、より一層適正な預託

金の管理を徹底されたい。 

  

（1）市中小企業振興資金あっせん制度預託金について 

市資金管理方針では、制度融資に係る預託金の管理に「ペイオフ対応の公金保護策として

は相殺枠内の預託金については相殺できる様に管理し、相殺枠を超える預託金及び相殺枠の

ない金融機関への預託金については、普通預金口座（無利息型）で管理することを原則とす

る。」と規定されている。しかし、市が借入を行っていない相殺枠のない金融機関に対して

も期日指定定期預金で預託されていた。 

 

（2）市中小企業団体融資あっせん制度預託金について 

市中小企業団体融資あっせん制度要綱第4条に「この制度による取扱金融機関への預託方

法は普通預金とする。」と規定されているが、期日指定定期預金で預託されていた。 

 

 

Ｂ 改善措置状況（報告者記入欄） 

（1）市中小企業振興資金あっせん制度預託金について 

  令和元年度より市資金管理方針に従い、市が借入を行っていない相殺枠のない金融機関で

ある「りそな銀行川西支店」、「関西みらい銀行川西支店・川西うね野支店」、「但馬銀行

川西支店」に対して普通預金口座（無利息型）での預託を行いました。 

 

（2）市中小企業団体融資あっせん制度預託金について 

令和元年度より市中小企業団体融資あっせん制度要綱第4条に基づいて、「商工組合中央

金庫尼崎支店」に対して普通預金口座（無利息型）での預託を行いました。 
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３ 農業用施設等災害復旧事業費分担金の滞納について     ［所管：産業振興課］ 

Ａ 改善要望事項 

平成26年度の農地災害復旧事業に係る当該分担金において、確定金額を誤って計算し、概

算で納付された分担金を 221,148 円多く還付した。そのため、結果として分担金に不足額が

生じ、改めて納付を求めたものであるが、滞納が生じている。 

詳細な経緯については、27年度決算時（28年度実施）に確認し、今後、催告書の送付を含

めた収納対策に取り組んでいくとの回答があった。しかし、その後の折衝状況を確認したと

ころ、最後に催告書を送付したのは29年8月であり、それ以後は債権回収に向けた積極的な

取り組みが行われていなかった。公平性の観点から、電話や訪問による納付折衝に努めたう

えで法的措置を検討するなど方針を定め、滞納に対する取り組みを着実に行われたい。 

 

 

Ｂ 改善措置状況（報告者記入欄） 

   未納の解消に向けて市税収納課から少額訴訟、支払督促手続きについての市の状況及び方

法等の調査を行いました。          

また、令和元年 5 月に滞納者に接触を試みましたが、納付する意向の確認はできませんで

した。 

今後は未納の解消に向けて、納付折衝を行いながら、訴訟手続きも進めていきます。 
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４ 農林業振興支援事業補助金（市農業振興研究会分）の余剰金について ［所管：産業振興課］ 

Ａ 改善要望事項 

農林業事業の健全な発達と振興及び地域の活性化を図ることを目的として、当該補助金を

市農業振興研究会に交付している。当該団体の平成29年度収支決算書において、概算で交付

された補助金 2,750,000 円のうち、事業に要した経費を差し引いた 732,092 円を市へ戻入す

べきところを、実際は翌年度事業に充当する費用が必要であるとして、604,890円を戻入して

いた。 

また、29年度歳入額3,277,134円のうち、605,412円は前年度からの繰越金であった。 

補助金の支出に関しては、地方自治法施行令第 143 条第 4 項の規定のとおり、事業の履行

があった日の属する年度に支出するものであり、補助金以外の事業収入等がない場合は、次

年度へ容易に繰り越しせず、余剰金について精算を行うべきである。補助金交付団体に対す

る交付決定を行う際には、実績報告書等の内容を慎重に審査し、余剰金の精査を的確に実施

されたい。 

 

 

Ｂ 改善措置状況（報告者記入欄） 

 平成30年度の市農業振興研究会に対する補助金の交付決定については、実績報告書等の内

容を慎重に審査し、余剰金を全額戻入しました。 

 令和元年度以降も、補助金の交付決定についても、適切な事務手続きを行っていきます。 
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監査の概要 

送付日 平成31年 3月20日 整理番号 3026-3030 
   
 １ 監査種別 

 
定期監査（平成30年度） 

 
 ２ 監査の対象期間 

 
平成30年 4月 1日～平成30年 9月30日 

 
３ 監査の実施期間 

 
平成30年10月23日～平成31年 2月12日 

 
４  監査結果報告日 

 
平成31年 3月20日 

 
 ５ 改善通知受理日 

 
令和元年 8月30日 

 
 ６ 監査対象団体・部局 

 
市民環境部（一部） 

 
 

 監査結果に伴う改善要望事項と改善措置状況 
 

５ 知明湖キャンプ場の指定管理について     ［所管：文化・観光・スポーツ課］ 

Ａ 改善要望事項 

知明湖キャンプ場は、一般財団法人一庫ダム湖周辺環境整備センターが指定管理者として

指定され、施設の管理運営を行っている（平成31年度からも3年間継続）。 

 

（1）市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づく事務処理について 

市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例で、指定管理者は毎年度終了後

2カ月以内に事業報告書を提出しなければならない旨が規定されているが、29年度分の実績

報告書の実際の提出は 30 年 6 月下旬となっていたため、条例に則った適正な事務処理を行

われたい。 

 

（2）非常時のマニュアルの整備等について 

前回監査時（25年度）において、市知明湖キャンプ場の管理に関する基本協定書（以下「基

本協定書」という。）において提出が求められている指定管理者からの非常時のマニュアル

が提出されていなかった点を課へ指摘した。 

同様に、知明湖キャンプ場の指定管理者監査時（28年度）において、市公の施設に係る指

定管理者の指定の手続等に関する条例に基づく市知明湖キャンプ場管理要項に定める対応

マニュアルの作成及び訓練が行われていなかった点を課へ指摘した。 

30年7月豪雨の影響で、知明湖キャンプ場の一部が浸水した際、指定管理者と課が連携を

とり、現場確認及び予約者への案内等の災害時対応を行ったが、上記の指摘事項に係る改善

措置状況について課へ確認したところ、31年1月になって災害時の対応等を定めた危機管理

マニュアルが作成され、31年3月の開園（冬期は休業）に合わせて指定管理者が従業員へ周

知し、訓練が行われる予定であるとの説明を受けた。 

危機管理マニュアルが作成されただけでは、近年多発しているゲリラ豪雨など、突発的な

ものも含めた災害が生じた場合における施設使用者の安全管理上問題があるため、課は作成

された当該マニュアルが実効性のあるものとするために、マニュアルによる訓練の実施等を

含めた指定管理者による管理運営業務が基本協定書等に則って適切に実施されているかを

適時確認し、指定管理者に対し必要に応じた指導を行われたい。 
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Ｂ 改善措置状況（報告者記入欄） 

     

（1）平成30年度の事業報告書については、令和元年5月7日に報告を受け、事務処理の適正化

を図りました。 

 

（2）危機管理マニュアルに沿った形で、平成31年3月26日に避難訓練が実施されていること

を確認し、必要に応じて、指定管理者に対し指導する体制をとっています。 
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６ 市民体育館及び市民運動場の指定管理の事業報告について［所管：文化・観光・スポーツ課］ 

Ａ 改善要望事項 

社会体育施設のうち市民体育館及び市民運動場は、民間資金等の活用による公共施設等の

整備等の促進に関する法律に基づいて選定された川西市スポーツ・ウェルネス株式会社が施

設の整備を行ったうえで指定管理者として指定され、施設の維持管理・運営を行っている（平

成28年8月から48年7月末までの予定）。 

市民体育館及び市民運動場に関して、市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関す

る条例（以下「手続条例」という。）における指定管理者の指定に係る手続等を確認したとこ

ろ、手続条例において、指定管理者から提出のあった事業報告書及び収支決算書（以下「事業

報告書等」という。）について、専門的知識を有する者の評価を受けなければならないと規定

されているが、当該評価がなされておらず、また、当該事業報告書等を公衆の縦覧に供するも

のとすると規定されているが、当該縦覧もなされていなかった。 

   指定管理者の作成する事業報告書等について、専門的知識を有する者が客観的に検証し、評

価を行い、その結果を指定管理者が行う維持管理・運営業務に反映させることは、指定管理者

制度を効果的に運用するために必要であることから、事業報告書等の公衆への縦覧も含め、手

続条例に則った適正な事務処理を行われたい。 

 

 

Ｂ 改善措置状況（報告者記入欄） 

   現在、専門的知識を有する者の選定を行っているところでありますが、平成30年度分より

指定管理者から提出された事業報告書等及びセルフモニタリングの結果をもとに、評価を実

施する方向で調整しています。 

また、事業報告書については、30年度分より縦覧を実施しています。 
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７ キセラ川西プラザ（市低炭素型複合施設）の指定管理について 

［所管：文化・観光・スポーツ課］ 

Ａ 改善要望事項 

平成30年9月にオープンしたキセラ川西プラザは、民間資金等の活用による公共施設等の

整備等の促進に関する法律に基づいて選定された川西市低炭素型複合施設ＰＦＩ株式会社が

施設の整備を行ったうえで指定管理者として指定され、施設の維持管理・運営を行っている

（30年9月から50年3月末までの予定）。 

 

（1）キセラホール等の使用料の未入金について 

キセラ川西プラザ内のキセラホールについては、31年1月の一般利用の開始前から事前に

予約の受付を行っており、キセラホール使用料について、30年6月までの受付分は課から使

用者へ納付書を送付しており、30年7月以降の受付分については、順次指定管理者が徴収し

ているが、この指定管理者が収受したキセラホール使用料、共用会議室使用料及びキセラ川

西プラザ駐車場使用料が監査時において未調定・未収入となっている。 

これは、市低炭素型複合施設整備に伴うＰＦＩ事業の要求水準書において、事業者（指定

管理者）は、毎月の使用料を整理した使用料月次報告書等、市が提出を求めた書類を定期的

に作成し提出しなければならない旨が規定されているものの当該報告書が提出されていな

いこと、及び指定管理者が受け付けたキセラホール使用料等の市への納入について、期日、

方法等を規定した具体的な取り決めがなされていないことが原因である。 

キセラホール等の使用料に関して、課は早急に指定管理者との間で市への納入に係る具体

的な取り決めを定め、指定管理者から使用料等に係る報告書を徴したうえで、当該使用料を

市の歳入とする必要がある。 

 

（2）維持管理・運営に係るモニタリングについて 

課は指定管理者の遂行する維持管理・運営業務について、市低炭素型複合施設整備に伴う

ＰＦＩ事業の要求水準書に基づく要求水準に適合しているかについて、モニタリングを行う

こととなっている。 

維持管理・運営業務に係るモニタリングの方法については、課が指定管理者側からモニタ

リング項目の提案を受け、当該提案について委託しているコンサルタント会社のアドバイス

を参考にして項目を確定（モニタリング実施計画書を作成）したうえで、当該モニタリング

実施計画書に基づき実施する。 

監査時において、維持管理・運営に係るモニタリングの進捗等について確認したところ、

未だ指定管理者側からのモニタリング項目の提案がなされていない状況であるとの説明を

受けた。 

ＰＦＩ事業におけるモニタリングは、指定管理者が提供するサービスが市の要求水準に達

しているかを確認するものであり、仮に当該水準に達していない場合には、市が支払うもの

としてあらかじめ予定されているＰＦＩ事業委託料（指定管理料を含む）が減額となるなど、

指定管理料を決定するための重要な基礎であることから、早急にモニタリングについて、そ

の項目を確定し、実施する必要がある。 
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Ｂ 改善措置状況（報告者記入欄） 

（1）キセラホール等の使用料については、速やかに指定管理者より平成31年2月22日付で報

告書を徴し、市の歳入として同日納入させました。現在は、毎月の報告書の提出とともに、

徴収した使用料を月末締め、翌月上旬払いで市に納入させています。 

 

（2） 平成30年度の維持管理・運営に係るモニタリングについては、実施計画書に基づいた協

議を運営部門、維持管理部門、コンサルタント会社と共に進め、モニタリング項目の提案を

受け、調整しました。年度終了後、ＰＦＩ事業者によるセルフモニタリングを実施するとと

もに、市へその結果を提出させました。現在、市のモニタリングを実施中です。 
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８ 非公募による指定管理者の選定について     ［所管：文化・観光・スポーツ課］ 

Ａ 改善要望事項 

「芸術・文化施設（1施設）、社会体育施設（3施設）及び東久代運動公園」の指定管理者

について、平成31年3月31日をもって指定期間が終了することから、31年4月1日から5

年間の指定管理者について、現在の事業者である公益財団法人川西市文化・スポーツ振興財団

（以下「財団」という。）を引き続き非公募により選定している。 

非公募としている主な理由として、財団は、文化・スポーツ施設等の指定管理者として、長

きに渡り運営及び施設の維持管理を行ってきていることで高い専門性やノウハウを有してい

ること、指定管理業務に際しては、芸術・文化・スポーツのそれぞれの分野において、横断的

な取組みを展開し、利用者のニーズに対応した企画を展開するなど多彩な文化活動の推進を

目的としたサービスの提供を行っていること、文化・スポーツに係る各種団体と長年培われた

信頼関係を築いており、地域に根差した活動を積極的に行い、市内における文化活動の推進を

図っていること、また、財政面においても、財団の収支決算書等について、専門的知識を有す

る外部評価者から、文化・スポーツ両施設ともに良好な外部評価を得ていること等により、文

化・スポーツ両施設について、財団を引き続き選定する必要があるとしている。 

指定管理者選定にあたっては、公平性及び透明性を確保することが重要である。他の社会体

育施設等においては、他事業者を選定している事例があることから、市民や他事業者への説明

責任を果たすためにも、非公募としなければならない理由が市民等に理解が得られるのか、選

定の有り方について検証を行う必要がある。 

 

 

Ｂ 改善措置状況（報告者記入欄） 

   次回の選定は令和 5 年度に行うことになりますが、その間の社会情勢の変化や財団の設立

趣旨や存在意義、これまでの経緯等に鑑み、公募・非公募の判断をしていきます。 

いずれにしましても、市民等へしっかりと説明責任を果たし、理解が得られるよう選定の

在り方について検証していきます。 
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９ 補助金等交付団体の会計事務について     ［所管：文化・観光・スポーツ課］ 

Ａ 改善要望事項 

課は、下記の複数の補助金等交付団体の事務局を担当して会計事務を行っているため、取

り扱う金額も高額となっている。 

各団体の現金及び預金通帳等は課内で管理されており、保管現金額が最も多い団体の年間

保有額は約5万円で、預金額では約530万円（平成30年9月30日時点）の団体があり、内

部統制（マニュアルの整備、事務手続きとリスクを可視化し自ら統制する仕組み）上、リスク

のある状況となっている。 

事故等を未然に防止するためにも、その対応や責任の所在を明確にするとともに、課の内

部統制が十分に機能するよう、検討を行われたい。 

 

＜課に事務局が置かれている団体＞ 

・市体育協会 

    ・市スポーツ少年団 

    ・川西一庫ダム周遊マラソン大会実行委員会 

    ・市観光協会 

    ・  〃   （源氏まつり会計） 

    ・市国際交流協会 

    ・川西おもろ能実行委員会 

    ・猪名川花火大会開催委員会（市主催の事業）   

 

Ｂ 改善措置状況（報告者記入欄） 

当該団体が行っている事業が本来、市が実施すべき事業であるか整理する必要がありま

す。また、このような市と団体の関係性については、庁内の他部署でも同様の事例があるこ

とから、令和元年度から実施している事業再検証の項目にあげ、その検証結果を踏まえなが

ら全庁的な検討を進めたいと考えています。 
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監査の概要 
 

送付日 平成31年 3月20日 整理番号  
   
 １ 監査種別 

 
定期監査（平成30年度） 

 
 ２ 監査の対象期間 

 
平成30年 4月 1日～平成30年 9月30日 

 
３ 監査の実施期間 

 
平成30年10月23日～平成31年 2月12日 

 
４  監査結果報告日 

 
平成31年 3月20日 

 
 ５ 改善通知受理日 

 
令和元年 9月 4日 

 
 ６ 監査対象団体・部局 

 
市民環境部（一部） 

 

 監査時の問題点等の概要 
 
Ａ 問題点（報告者記入欄） 

 

１ 市中小企業振興事業補助金について     ［所管：産業振興課］ 

(1) 市中小企業振興事業補助金等交付規則施行細則第 7 条に補助金等交付申請書の提出期限が

規定されているが、一部の団体等から提出期限を超えて申請書が提出されている事例が見受

けられたため、細則と整合を図られたい。 

 

(2) 市中小企業振興事業補助金等交付規則第13条に補助金等の交付申請時の書類として市税納

税証明書を求めているが、団体等によって提出される税目が統一されていない状況であるた

め、市税の範囲を明確化すべきではないか。 

 

 
Ｂ 改善措置状況（報告者記入欄） 
 
（1）・（2） 

 平成31年4月1日付けで市中小企業振興事業補助金等交付規則施行細則（以下「細則」と

いう。）の改正を行いました。 

 改正内容は、細則第7条に「ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。」

を追加し、年度初めに事業を実施するなど、やむを得ない事情で提出期限に間に合わない場合、

規定上対応できるようにしました。 

 また、細則第12条で、市中小企業振興事業補助金等交付規則第13条に規定する市税納税証

明書の範囲を「法人市民税、市・県民税、軽自動車税、固定資産税、都市計画税」と定めまし

た。 
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Ａ 問題点（報告者記入欄） 

 

２ 会議録の公表について     ［所管：産業振興課］ 

付属機関等が行う会議について、市参画と協働のまちづくり推進条例第10条第5項に「市は、

会議の終了後、速やかに会議録を調整し、公表するものとする。」と規定されている。産業振

興課では、労働問題審議会及び産業ビジョン推進委員会を行っているが、会議開催後の会議録

について公表がされていなかったため、適正な事務手続きに留意されたい。 

 

 
Ｂ 改善措置状況（報告者記入欄） 

 
 会議録の公表を行っていなかった、平成 28 年度第１回労働問題審議会及び 27・28 年度の
第1回産業ビジョン推進委員会について、31年4月12日に市ホームページに掲載し、公表を

行いました。 
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Ａ 問題点（報告者記入欄） 

 

３ 委員報酬・報償費における金額の根拠について     ［所管：産業振興課］ 

下記の委員報酬等の根拠を抽出確認したところ、金額の積算内容等について説明があったが、

金額の根拠規定や決裁文書がないことが判明した。金額の妥当性等について、決裁文書等によ

り意思決定の経過を明確にすべきではないか。 

 

 

 
 
Ｂ 改善措置状況（報告者記入欄） 
 
  審議会委員の報酬については、令和元年度から新たに委員として委嘱する起案文書に金額

の根拠を明記しています。 

 また、キャリアカウンセリング及び労働相談については、元年度から報償費の金額を明記し

た覚書を交わしました。 

 

委員名称等

会長 12,400円/日

委員 10,500円/日

キャリアカウンセリング
（保有資格の種類により単価が異なる）

労働相談

会長 12,400円/日

委員 10,500円/日

※　キャリアカウンセリング、労働相談の金額には交通費相当額を含んでいない。

市新商品開発等事業者補助金制度に
係る審査委員会

金額（時間単価、1日・1回当たり等）

労働問題審議会

10,000円、13,000円/1回

10,000円/1回


